
令 和 2 年 4 月 8 日 
保護者様 

京都市立岩倉南小学校 
校  長   石 田  和 三 

臨時休業にかかわってのお知らせ 
 新年度が始まった喜びもつかの間，全国的な新型コロナウイルス感染症の発生状況や本市域
の状況も踏まえ，再び４月１０日（金）より５月６日（水）まで（予定）休校措置がとら
れることとなりました。急な変更で申し訳ございません。 
 取り急ぎ，休校にかかわっての諸連絡をいたします。 
 
〇4 月 8 日（水）について 
 始業式（旧教室で放送にて行う） 
＜配布物＞ 

① 「学校だより」②「教職員離退任・着任のお知らせ」③「学年だより」④「臨時休業 
のお知らせ」⑤「臨時休業にかかわってのお知らせ（本プリント）」⑥「臨時休業期間中
の健康管理について」⑦「健康観察票」 ⑧「京都市立岩倉南小学校に通う児童の皆さんへ」⑨
「特例預かりについて」⑩「特例預かり申請書」 

＊下校時刻９時１５～３０分 
〇4 月 9 日（木）について 
 ・通常登校（8 時 00～8 時 25 分）＊上靴を持参 
 ・新しい教室に入る。 
 ・朝の会「検温結果など記入した健康観察票をもってきてください。」 
 ・自己紹介・教科書配布・休校中の課題について 
 ＊特例預かりを希望される方は，申請書を提出してください。後日も受け付けます。 
＜配布物＞ 

① 家庭票②緊急時連絡カード③通学路マップ④校時表  その他 PTA 関係書類 
＊①～③については，次回の登校日に提出してください。 
＊①②は，今年度，全学年に新しく書いていただきます。 

＊下校時刻１２時頃（１年生は１１時４５分頃） 

〇登校日について 
＊週１回下記に示した日時を登校日として設定します。密閉・密集・密接の３密を少し 

でも避けるため，学級ごとの分散登校とします。1 回 2 時間程度の登校日とします。 
 ＊いずれも８：３０～１０：３０ 登校は８：００～８：２５の間でお願いします。 
  ＊登校日の際には，健康観察票を必ず持参ください。 
  ＊持ち物…筆記具，健康観察票，学年の課題，ハンカチ，ティシュ 
  ＊登校日に欠席される場合は，学校まで連絡ください。 

月 火 水 木 金 土 日 

４月１３日 

各学年１組 

１４日 

各学年 2 組 
 

１５日 

各学年 3 組 

１６日 

各学年 4 組 
１７日 

各学年 5 組 
6 組 

18 19 

２０日 

各学年１組 

２１日 

各学年 2 組 
 

２２日 

各学年 3 組 

２３日 

各学年 4 組 
２４日 

各学年 5 組 
6 組 

２５ ２６ 

２７日 

各学年１組 

２８日 

各学年 2 組 
 

２９日 

昭和の日 

３０日 

各学年 4 組 
１日 

各学年３組 
５組・6 組 

２ ３ 

新１年生につきましては，配布物は封筒にセットして

あります。入学式後に説明いたします。 



 
〇特例預かりの実施  
・3 月の休校時のように，特例預かりを行います。実施方法は前回と同じです。 
・別紙プリントを参照いただき，利用される方は，担任まで提出ください。休校が始まってからも随時

受け付けますので，各ご家庭の予定を確認の上，必要に応じて活用ください。ただし，原則は，家庭

で過ごしていただきます。ご家庭に誰もおられないなど，昼間子どもたちを見守ることができない家

庭に利用いただくこととなりますので，趣旨を確認の上，お願いいたします。 
 
〇学習課題 
 ・学年より次の登校日までの内容を提示しますので，ご確認いただきお取り組みください。なお，ま

だ，新しい学年での学習が始まっていません。自学自習の姿勢で，自主勉強などに取り組むこと

もいいかと思います。登校日の際には，課題の提出をしていただきます。 
 
〇授業参観・懇談会 
・4 月に予定している授業参観・懇談会については，中止いたします。 
・それに伴っての PTA の役員選出に関わっても延期いたします。 
 
〇家庭訪問  
・本来 4 月下旬から 5 月上旬にかけて家庭訪問を実施しておりましたが，ある一定の時間を設定を

しての訪問は延期とします。 
 
〇その他  
 ・９日（木）までの間，御家庭の判断で欠席される場合も，「欠席扱い」とはいたしません。また，欠

席の御家庭には，指導内容に関するプリント等をお届けします。 
 ・できる限りマスクを着用させてください。9 日の授業の際には，教職員もマスクの着用を行います。 
 ＊手作りマスクの作り方（文部科学省ホームページ「子供の学び応援サイト」内） 
  https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html#masuku                        

・家庭でも計画を立てて課題や自主学習に取り組んでください。臨時休業期間中の子どもの学習

の支援方策のひとつとして，公的機関等が作成した，児童生徒及び保護者等が自宅等で活用で

きる教材や動画等を紹介する「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（通称

「子供の学び応援サイト」）が開設されました。 
  https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm  
  必要に応じてご利用ください。                    
 ・学校からの連絡は，メール配信や学校ホームページにてお知らせいたします。 
・新 1 年生の保護者につきましては，入学式の際に PTA から配布されたメール配信の登録方法を

確認の上，ご登録いただけると情報が早くつかめると思います。 
・全国的な状況や本市域の状況も踏まえ，休校期間を変更する場合があります。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html#masuku
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

